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2020年7月

本ハンドブックは、本年度より、地区ホームページの中で、随時ご覧
いただけるようにさせていただきました。
ロータリー財団の補助金を利用して人道的奉仕プロジェクト等に
取り組まれます当地区内クラブや地区委員会の為の、ＲＩ2760地
区2020-21年度用として製作されたものです。本ハンドブックに
記載されております内容は、ロータリー財団が定める内容と共通の
点はございますが、当地区独自の内容が含まれておりますので、こ
のハンドブックに則り、今年度の補助金申請、ロータリー財団に関
する活動を運用ルールに従って遵守して頂きたいと思います。この
ハンドブックは随時、世界や地区独自のルールも改正されることが
ありますので、改正された部分を暫時変更させていただきますの
で、ご利用下さい。
すでに今年度に補助金申請されたクラブにおかれましては、申請か
ら報告までの内容をご理解いただいていることと思いますが、ご質
問などございましたら、地区ロータリー財団委員会、地区補助金委
員会にお問い合わせ下さい。
今年度ＲＩラビンドランロータリー財団管理委員長は「財団は、
ロータリー会員の財産であり、財団は人々の人生を変えるので
す。」と述べられており、その存在価値を問われておられます。当地
区としましても、趣旨を踏襲して補助金を有効に活用して地域社会
に変化を生む活動の推進へのお手伝いをさせていただきます。
日頃の皆様の暖かいご支援に感謝申し上げますと共に、皆様のクラ
ブがより一層充実した奉仕活動をされますことを心よりご祈念申し
上げます。
尚、地区補助金、グローバル補助金の利用につきましては様々の条
件（プロジェクト内容、予算額等）がございますので、担当委員会に
問い合わせ下さい。

朱　宮　新　治

国際ロータリー第2760地区
2020－21年度

ロータリー財団委員会

委員長　

ご挨拶



1. 補助金の仕組み

ロータリー財団補助金

　ロータリー財団は、「世界で良いことをしよう」の標語のもと、世界各地でロータリア
ンが実施する活動を支えるための補助金を提供しています。人道奉仕活動、社会奉仕活
動、奨学金、職業研修など、さまざまな活用が可能ですが、複数ある補助金の中からプロ
ジェクトに適した補助金を選びましょう。

　補助金に使用できる資金は、シェアシステムにより決定されます。
皆さまからご寄付頂いた“年次基金”と“恒久基金”は、ロータリー財団で３年間運用後、
シェアシステムにより活動資金として地区に配分されます。　　　　　　　　　　　
シェアシステムの仕組みは下記の通りです。

補助金は次のように分かれています。

第１章

シェアシステム

100
３年前の年次基金の元金 + 恒久基金の運用益

25
地区補助金

25
グローバル補助金

前年度までの
未使用のＤＤＦ
グローバル補助金

に繰入

DDF
（地区活動資金）

DG
（地区補助金） 地区の裁量

ロータリー財団

ロータリー財団

地区内外・海外への
社会奉仕、人道奉仕、
奨学生、VTT事業 など

重点6分野

重点6分野WF
（国際活動資金）

GG
（グローバル補助金）

グローバル補助金
に同額補助

50
ＤＤＦ

地区活動資金

50
ＷＦ

国際活動資金

50
グローバル補助金
に同額補助

【補助金の種類】 【使途決定先】 【使途】

+
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2. クラブが補助金を使用するために

　地区がロータリー財団の補助金を申請するためには、まず参加資格の認定を受ける必要
があります。各クラブも又、すべての補助金を申請するには、地区の認定を受ける必要が
あります。地区とクラブは、この認定手続きを通じて、財務管理面での義務について理解
し、これを適切に果たすための準備を整えます。認定手続きは毎年行う必要があります。
※地区補助金を申請する場合、世界共通ルールでは認定を必要としませんが、当地区独自
のルールで地区の認定を必要とします。

　地区ガバナー、ガバナーエレクト、地区ロータリー財団委員長が以下を行います。

・補助金申請のサイトで「地区の覚書(MOU)」に同意する。
・クラブを対象とした「クラブ活性化セミナー（ロータリー財団の部）」および「補助金
　管理セミナー」を実施する。

参加資格認定

◇地区の参加資格認定

　地区補助金、グローバル補助金の申請に先立って、クラブが地区から認定を受ける為、
会長と会長エレクトが以下を行う必要があります。

　ロータリー財団は地区に対してＤＤＦ（地区財団活動資金）を配分し、地区はこの資金
を利用して様々な事業に活用することができます。ただし、ＤＤＦは「授与と受諾の条
件」に記載されている要件を満たさなければ使用できません。「授与と受諾の条件」は必
読のうえ厳守をお願いいたします。

◇クラブの参加資格認定

◇ロータリー財団地区補助金およびグローバル補助金

※認定に関する書類やリソースは、My Rotary 補助金センターから随時確認可能です。

•「クラブの覚書（MOU）」に同意、署名する。
• その他、地区が独自に定めた要件を満たす。
• 詳しくはP.6（次のページ）をご覧ください。

授与と受諾の条件

「授与と受諾の条件」へ
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3. 地区補助金

　地区補助金は、地元や海外の地域社会のニーズに取り組むための、比較的規模の小さ
い、短期的な活動を支援します。各地区は、この補助金を配分するプロジェクトを独自に
選びます。

1.事業の申請
　事業の申請は当該年度前年の補助金管理セミナー後から3月末とします。
   申請予算は一式計上でなく、明細を記入します。
2.事業の執行
　事業の執行は原則として当該年度の7月から2月末までとします。補助金のロータリー 
　財団への報告は地区からの一括報告で、報告が完了されないと次の補助金申請が受けら
れ　なくなりますので、クラブが報告書を作成する期間を前倒ししました。
　但し、事業の性質上2月末に終了できないことはわかっている場合は事前に補助金委員 
　会に相談してください。事業に遅延が発生した場合も速やかに報告してください。
3.補助金の支給額
 a.補助金の申請額はクラブ拠出額を超えてはいけません。
b.補助金支給上限額は最高1,000,000円とします。補助金額は、当該年度に使用でき  
るDDF又は当該年度に申込まれた補助金総額等によって変動する場合があります。
その場合はクラブにその旨を速やかに通知します。　　　　　　　　　　　　　　　
補助金支給算出に使用する年度の年次寄付貢献率が0.8以下のクラブは原則として8
割に減額された金額を支給額とします。また貢献率が1.2以上の場合は原則として
1.2を上限とします。
c.補助金支給額算出には「補正貢献度（0.8～1.2）」を用います。これは、使用する
年度の3年前の年次基金寄付のクラブ一人あたりの金額と地区一人あたりの平均額と
の割合で決定されます。貢献率が0.8以下のクラブは原則8割に減額された金額を、
貢献率が1.2以上のクラブは2割増額された金額を支給額とします。ただし、この場
合も、1,000,000円を上限とします。

1.「地区とクラブ間の覚書（M0U)」の締結　　　　　　　　　　　　　　　　　　
クラブが認定状況を維持するためには、毎年認定手続きを行う必要があります。

2.クラブは地区主催の「クラブ活性化セミナー（□ータリー財団の部）」及び「補助
金管理セミナー」に、地区が定めた人数以上の出席をします。ただし、やむを得な
い場合は1人以上の出席が必須です。

3.補助金専用口座          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
クラブは補助金事業を行うに当たり、補助金専用口座（無利息型普通預金）を開設
します。

4.補助金事業の申請数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
クラブは地区補助金事業及びグローパル補助金事業を、基本的には事業年度につき
各1件 申請することが出来ます。（特別な事情で地区が申請を受け付けた場合は、
この限りではありません）

地区補助金の要件

◇参加資格要件

地区独自の制約事項
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補助金は、いかなるグループも不当に差別したり、特定の政治的・宗教的見解を推
進したり、完全に宗教を目的とした催し物を支援したり、妊娠中絶に関連する活動
や性決定のみを目的とする活動を支援したり、武器や弾薬の購入資金に充てたり、
ロータリー財団への新たな寄付またはロータリー財団の他の補助金への新たな寄付
とすることはできない。
これに加え、補助金を以下の目的に使用することはできない。

１．特定の受益者、団体、地域社会に対する継続的または過度の支援。
２．財団、恒久的信託、利子の発生する長期口座の開設。ただし、「授与と受諾

の条件」の第Xセクションに記載された要件に提唱者が従うならば、補助金
資金を小口融資ファンドの設立のために使用できる。

３．募金活動。
４．地区大会、国際大会、研究会、創立記念式典、娯楽活動などのロータリー行

事に関連する経費。
５．広報（プロジェクト実施に不可欠な場合を除く）。
６．500ドルを超える、プロジェクトの標識。
７．他団体の運営費、管理費、間接プログラム経費（グローバル補助金における

協力団体でのプロジェクト管理費を除く）。
８．受益者や協力団体への使途無指定の現金寄付。
９．既に経費が発生した活動。
10. 国境を越えて自ら行うワクチンの輸送。
11. 全国予防接種日（NID）に出向くための旅費。
12. ポリオワクチンのみを含む予防接種。
13. ロータリー平和センター提携大学において、ロータリー平和フェローが専攻

するのと同じ、または類似した専修プログラムで学ぶための留学。

d.地区補助金で出来ないこと
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•人道的プロジェクト（奉仕活動を行うための現地への渡航や災害復興活動など）
•奨学金（教育機関のレベルや場所、支給期間、専攻分野の制約なし）
•専門職業をもつ人びとから成る職業研修チームの派遣（現地の人びとに職業研修を 
行うチーム、または現地で職業スキルを学ぶチーム）

◇地区補助金による活動の種類
地区補助金は、地区やクラブの幅広いプロジェクトや活動にご活用いただけます。

地区補助金はさまざまな奉仕プロジェクトに柔軟に活用できます。ロータリー財団の
使命を支える活動であることが条件ですが、そのほかに多くの制約はありません。地
区は、地区補助金の申請と管理を行う前に、参加資格の認定を受ける必要がありま
す。

1.すべての地区補助金は、ロータリー財団の使命を守るべきものであること。
2.特別な事情を除き複数のロータリアンが直接参加し活動すること。
 （ロータリアンが汗を流す活動であること）
3.「もの」の奉仕でなく「こと」の奉仕を基準に立案してください。

◇補助金の使用条件

・地区補助金提出書類は地区ホームページ、ダウンロードから出力できます。
・地区補助金スケジュールはＰ.6ページをご確認ください。

◇クラブが地区補助金を申請するには？
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●クラブ地区補助金専用口座を開設したら、地区補助金とともにクラブ拠出金も一旦口座
に入金してください。地区補助金とクラブ拠出金を他の口座に振り替えたりせず、活動
に要する経費すべての入出金を、専用口座から行い、通帳に記録します。

●海外で事業を実施する場合で一括で出金しなくてはならない場合、事業の報告時に理由
書（顛末書）の提出をしてください。現地での出納に関しての帳票（現地通貨への交換
に関する文書・領収書）を確実に保管しコピーを提出してください。全ての領収書は、
日本語訳し領収書番号を符号するように整理し報告文に加えてください。

●地区補助金事業は、ロータリー財団に承認された活動にのみ使用することができます。
承認後、やむを得ず活動内容の変更をする場合は、変更の多寡に関わらず、事前に補助
金委員会に連絡のうえ、承認を受けてください。

●クラブは、事業終了後2ヶ月以内（最終提出期限3月）に地区補助金報告書類を提出しな
ければなりません。地区補助金報告書類内のチェックリストをご確認ください。

●地区補助金の実施に際しては、ロータリー活動の公共イメージ向上の観点から積極的に
マスメディアに広報し、広く取り上げられることを念頭に実行して下さい。

●クラブでの記録に関して、記念撮影的な写真ではなく、その事業が如何に、対象地区・
団体に貢献していくのかという視点で、客観的に理解できるような記録を報告時に提出
して下さい。

◇地区補助金の実施と報告
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4. グローバル補助金

「グローバル補助金ガイド」へ

●グローバル補助金に取り組もうとされるグラブは・・・

・計画書を作成の上、補助金委員会にご相談をお願いします。
・海外に姉妹クラブのあるクラブは、グローバル補助金をMy rotaryを使用して
　申請中になっていないか確認をしてください。
　　
貴クラブが実施国クラブとして考えている場合、既に相手クラブが他クラブと事業申請
中である場合、また、相手クラブが貴クラブを援助国クラブになってほしいと考えて
貴クラブの企画とは違う事業の申請書入力を開始している場合、貴クラブの申請は受理
されません。

・毎年1月に第2760地区のDDF承認会議に提案し了承を受ける必要があります。
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2019-2020年度のVTT事業報告
グローバル補助金事業　＜補助金番号　ＧＧ１９８７９７９＞
＜派遣メンバー＞　3名
チームリーダー　　内田秀典　　保命園
　　　　　　　　　鈴木貫裕　　鈴木農園
　　　　　　　　　工藤光太　　保命園

＜受入メンバー＞　11名
チームリーダー　　Dr. Peerasak Chaiprasart
              　　　  Mr. Sakorn Tyaya   
              　　　  Mr. Wacharaporn Rungnangrong
              　　　  Mr. Pimook Puntarakdaechar
              　　　  Mr. Chaiwat Photchanaphimon
              　　　  Ms. Badariah Khattiya
              　　　  Ms. Bunsong Duangnut
              　　　  Ms. Praparsri Sripradit
              　　　  Mr. Puttapong Sroypetkasem
              　　　  Ms. Nutchanat Phakdee
              　　　  Mr. Thawat Sangsuwan

今年度はタイ北部（3360地区）との農業研修事業を行いました（グローバル補助金事
業）。まずは2019年9月にチェンマイおよびピッツァヌロクからナエスラム大学農学部の
Peerasak Chaiprasart教授をリーダーとし、農業従事者による研修チームを受入れて岡崎
市内の保命園にてシャインマスカットならびにブドウ栽培全般の技術研修を行いました。
その後、2020年2月下旬に当地区メンバーを派遣し、現地チェンマイ、ターク、ピッツァ
ヌロクの3か所で研修を行いました。現地ではそれぞれ農園を訪ねて研修を行うとともに、
ピッツァヌロクではナエスラム大学にて周辺都市からの農業従事者ならびに農業専門家が参
加するシンポジウムを開催しました。シンポジウムではブドウ栽培から出荷管理までの発表
とともに、現地でのブドウ栽培業者の組合結成を念頭に大学関係者からの提案が発表されま
した。今後もナエスラム大学農学部スタッフにより本研修のフォローアップを行っていただ
きます。

受入れ：　2019年9月14日～9月22日
派　遣：　2020年2月22日～3月1日
事業費：　US$79,038(DDF US$39,519   WF US$39,519)

グローバル補助金事業の報告
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グローバル補助金　第2760地区の実績
下記のとおり終了および進行中です。（My ROTARY→補助金センターより転載）
申請中(申請書作成中→提唱者／地区の承認待ち→提出済み） 
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国際ロータリー第 2760地区 

ロータリー財団学友会 会則 

 

第１条（名称） 本会は国際ロータリー第 2760地区ロータリー財団学友会（略称：ロータリースカラ

ー）と称します。 

第 2 条（目的） 本会はロータリーの精神にのっとり、会員相互の親睦と、ロータリークラブ、ローターアク

ト、インターアクト等関係団体との協力・連携のもとに「国際親善使節」としての使命

を自覚し、国際理解と友好に寄与することを目的とします。 

第３条（会員） ロータリー財団による留学・研修等の計画(以下財団諸計画という)に参加しようとし、

また参加したもので、 

            １．当地区から推薦されたもの 

            ２．他地区から推薦されたものであって、当地区内に在住または在勤するもの 

第４条（入会） 財団諸計画に当地区から推薦され参加することが決まったものは、その際に自動的

に入会することとします。 

            財団諸計画に他地区から推薦され参加したものは、当地区内に居住または勤務す

ることになり本会に届出たことにより入会することとします。 

第５条（会員の身分） 会員は退会したり、除名されない限り終身継続します。 

第６条（退会） 他地区への移転等のため本会を退会することを希望するものは、その旨本会へ届け

出ることとし、本会は該当する他地区の学友団体に紹介することとします。 

第７条（除名） 本会が主催または関係団体と連携して催す諸行事に連絡なく長期にわたり欠席し

たり、本会の名誉を著しく傷つけたものは、幹事の多数決を以って除名されることあり

ます。 

第８条（幹事） 本会に幹事若干名をおき、うち１名は代表幹事として本会を代表し会務を統括し、

他の幹事は職務を分担し代表幹事を補佐するとともに会務処理に当たります。 

第９条（幹事の選任方法と任期） 幹事は会員の互選によって決め、地区学友担当の委員会の追

認を得ることとします。幹事の互選は定例総会で行い、任期は１年とし再選はさま

たげません。 

第１０条（会議） 本会の会議は次のとおりです。 

             １．定例総会：原則として毎年 5月に代表幹事が招集します。 

             ２．臨時総会：必要に応じ代表幹事が招集します。 

             ３．幹事会：必要に応じ代表幹事が招集します。 
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第１１条（事業） 第２条の目的を達するために次のような事業を幹事会が定める要領にしたがって 

おこないます。 

１．学友間の親睦を図る事業 

２．留学・研修等の計画に参加中の学友に対し協力する事業 

３．ロータリークラブとの連携を密にするための事業 

４．ローターアクト、インターアクトとの連携を密にするための事業 

５．その他の事業 

第１２条（アドバイザー） 本会を新たに入会した会員に留学・研修等の計画の成功を期するために、

学友をアドバイザーとして任命することができるものとします。 

第１３条（学友会年度） 本会の事業・会計年度は毎年 4月 1日に始まる 1年間とします。 

第１４条（会費） 学友は幹事会が定める方法にしたがって会費を納入しなければなりません。 

第１５条（補助金） 本会は地区に補助金の交付をお願いすることができます。 

第１６条（賛助金） 本会は当地区内ロータリークラブに賛助金の交付をお願いすることができます。 

第１７条（監査） 本会の会計及び監査の結果を地区財団学友担当の委員会に報告する。 

第１８条（本部） 本会の本部は幹事会の定めるところにおきます。 

第１９条（改訂）この会則は総会出席者の 3分の 2以上の賛成を得て変更することができます。 

 

付則 

  １，（カウンセラー）本会の会員として入会したもの 1名につき、地区学友担当の委員会と連絡し 

て、その会員を推薦したロータリークラブより 1名のカウンセラーを選任していただき、両者は連 

絡を密にして留学・研修等の計画の成功を期することとします。 

  ２，（発効）この会則は昭和 58年 3月 13日の設立総会の総会出席者の 3分の 2以上の 

賛成を得、地区学友担当の委員会の追認を得て効力を発します。 

  ３，（会費の額）会費は終身会費とし、1万円とします。会費の納入は、会員となった時点で本会 

の本部に納入することとします。 

  ４，（地区学友担当の委員会）地区の組織変更などにより担当委員会の呼称が変わることが

あります。2019-20年度は、グローバル奨学生・平和フェロー委員会が担当します。 

 

以上 
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ロータリー財団への寄付と認証第2章

ロータリー財団への寄付は、ポリオ根絶、平和の推進、地域社会の自立促進、教育の支援
など、世界中の人々を支援するためにロータリーが行う活動に直接生かされます。

　ロータリーは、世界中の地域社会で、平和の推進、水と衛生状態の改善、教育の支援、地域
経済の発展、母子の健康、疾病の予防や治療、災害救援・復興といった活動にあたっていま
す。年次基金は、このような取り組みを支えます。

◆寄付の分類
◇年次基金

年次基金が今日の活動を支える一方、恒久基金へのご寄付は、未来において持続可能なプロ
ジェクトを実施するために必要な財源となります。恒久基金は投資され、元金が支出されるこ
とはなく、利用可能な収益の一部がロータリー財団プログラムを恒久的に支えます。また、遺
贈のご寄付は、恒久基金となります。

◇恒久基金

１. 寄付

年次基金の種類

シェア

WF（国際財団活動資金）

重点分野

ロータリー災害救援基金

寄付の50％が3年後にDDF（地区財団活動資金）に、残り
50％はWF（国際財団活動資金）になります。
グローバル補助金に対する上乗せやその他財団プログラムの資
金などに活用されます。

6つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができます。

ロータリー災害救援補助金を通じて活用されます。特定の災害
を指定することはできません。

恒久基金の種類

シェア

 WF（国際財団活動資金）

ロータリー平和センター

重点分野

冠名基金

利用可能な収益の 50％が DDF に、残りの 50％が WF に
なります。DDF として利用可能な収益が地区に通知される
のは10月頃です。

利用可能な収益の全額がWFになります。WFは、グローバル補
助金に対する上乗せやその他財団プログラムの資金などに活
用されます。

恒久基金累計 25,000ドル以上で冠名基金を設立できます。冠
名基金を保有している方は、ご自身の基金に寄付を追加するこ
とができます。基金番号を寄付送金明細書にご記入ください。

ロータリー平和フェローシップやセンターの維持費など、プロ
グラム全体に係る費用を支援します。
6つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができ、利用可能な
収益がプロジェクトに活用されます。

＊冠名基金の設立については、国際ロータリー日本事務局財団室までお問い合わせください。
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ポリオ根絶活動を支援します。
支援例：ワクチン投与、報告・モニタリング、症例分析、輸送手段、ヘルスキャンプの設置、
　　　　広報活動など

◇ポリオプラス

◇その他の基金

承認された
グローバル補助金への拠出

指定寄付

その他

承認されたグローバル補助金への現金拠出です。送金時には、
寄付送金明細書に必ず補助金番号を記入してください。

ロータリー平和センター指定寄付、グローバル補助金冠名指定
寄付などです。（PHF、PHS など対象外）
その他、臨時に設置された基金
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◆寄付の方法
寄付の方法は、主に以下が挙げられます。
● 銀行振込による寄付
● オンラインでの寄付　※クレジットカード決済となります。

〇 銀行振込による寄付の流れ
　 ①寄付者を確認する
　 ②寄付分類を決める
　 ③寄付送金明細書 を記入する
　 ④寄付金を指定の口座へ送金する

〇 オンラインでの寄付
　 My ROTARYにログイン後、下記ウェブページ内の「ご寄付」ボタンから
　 手続き画面へ進んでください。
   「ご寄付」：https://www.rotary.org/ja/donate
　 手続きが完了すると確認のメールが届きます。必ず確認し、保管してください。

 

16



世界中で実施されているロータリーの活動は、ロータリー財団への皆さまからのご寄付を通じ
て可能となります。ロータリー財団では、個人やクラブからのご寄付に対して感謝の気持ちを
表すために、さまざまな認証プログラムを用意しています。また、家族・友人など大切な方の
名前を冠した基金を設立する機会もあります。

認証を受けたクラブには、認証品としてバナー（5種類）や感謝状（2種類）が贈られます。
◇クラブのバナー認証

２. 寄付者の認証

詳しくは こちら をご覧ください。
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カード利用金額に応じて、ポリオ撲滅の活動資金を支援できます（利用者本人に追加の負担は
一切かかりません）。2000年にこのプログラムが開始されて以来、既に860万米ドルが財団
に寄付され、そのうち360万ドルがポリオ撲滅活動に役立てられました。

日本のロータリー・クレジットカード
クラブや地区、地区委員会の経費や支払いを決済できる国際ロータリー初の法人カードが日本
から誕生。
　・利用額の0.3％がポリオ根絶の活動資金となります。
　・研修や例会費用、RI経費やロータリー財団への寄付、事務所経費等の支払いにも利用できます。
　・年会費無料、手数料は一切かかりません。

6種類のカードから、用途にあわせてご利用ください。

◇ロータリーのクレジットカード・プログラム

>> 「ロータリー ダイナースクラブ カード」
　（クラブカード／地区カード／地区委員会カード）の詳細とお申し込みは こちら

>> 「ロータリー インターナショナル マスターカード」
　（ゴールドカード／スタンダードカード／ビジネスカード）の詳細とお申し込みは こちら
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地区ロータリー財団監査委員会第3章

　地区の資金管理体制の強化が一層要請されることから、地区は監査委員会を設けるか、
第三者による監査を義務付けられています。
　当地区では、幸いに会計の専門職務に従事している会員がいますので、地区で監査委員
会を設けています。

　この場合の要件は、

　地区ロータリー財団監査委員会は、以下の事項を中心に毎年評価します。

a. 少なくとも3人の委員から構成されなければならない。
b. すべての委員は正会員でなければならない。
c. 少なくとも1名は、元ガバナーもしくは監査の経験を有する人物でなくてはならない。
d. ガバナー、財務長、地区銀行口座の署名人、財務委員会の委員がその就任年度に監
査委員会に携わることを認めない。

e. 地区が定めた手続きに従い、地区により選出された者を委員とする。

a. 意図された目的に従って資金が使われ、適切な記録が維持され、経費の管理システ
ムが正常に機能していることを確認するため、支出項目を精査する。このような精
査には、以下を含むべきである。

　
　（ i ）支出項目をいくつか選び、証拠資料と照合する。
　（ ii ）補助金の「授与と受諾の条件（参加条件）」に則って、資金が使用されたこと
　　  を確認するため、支出の全項目を見直すこと。

　（iii）用いられた購入手続を特定する。
　（iv）銀行残高調整の記録を見直し、これらが正しく行われたこと、また、開始残高　
　　  が、補助金活動の財務記録および銀行明細書と一致していることを確認する。

b. 各ロータリー年度終了後３ヵ月以内に、結果報告を地区内クラブに提出する。
c. ロータリー財団の書類維持に関する要件を順守していることを確認する。

◇監査委員会の任務

　地区は、毎年、財務管理計画とその実施状況の評価を行わなければなりません。これ
は、財団補助金の管理が適切に行われているかどうかを確認するためのものです。年次財
務評価では、地区補助金と地区が提唱したグローバル補助金の出納について検査し、これ
らの補助金の管理を地区が適切に行っているかどうかを確認する必要があります。年次財
務評価は、最小限の費用で行うべきであり、地区の補助金の正式な監査である必要はあり
ません。年次財務評価の結果は、地区内のクラブに報告しなければなりません。
　監査法人または監査委員会（地区内会員3名から成る）の、どちらが財務評価を行うか
は、地区の裁量で決定できます。地区の年次財務表と報告書を検査する監査委員会が既に地
区に設置されている場合には、この監査委員会が年次財務評価を行うことができます。（た
だし、利害の対立が存在しないことが条件となります）。

◇概要
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